
○ 子育て・教育環境の充実 

（４）こどもの教育環境の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：教育委員会事務局 

【本市の提案・要望】 

○ 児童生徒の急増対策にかかる国庫負担制度等の拡充及び老朽化が進む学校

施設の維持管理・更新を推進するための制度拡充並びに財源の確保 

〇 ICT活用における将来にわたる費用の継続的かつ十分な財政措置 

【現状・課題】 

（児童生徒の急増対策・学校施設の老朽化対策等） 

○ 本市では、学校施設の中長期的維持管理等に関する基本方針として「大阪市学校施設

マネジメント基本計画」を策定し、こどもの教育環境の充実をめざし、児童生徒の急

増による教室不足や学校施設の老朽化といった課題に取り組んでいるところである。 

○ 本市中心部の学校において、これまでの想定を上回る児童・生徒数の急増により、教

室不足や運動場の狭隘化が見込まれている中、校舎の増築や新設校の整備が喫緊の課

題となっており、平成 29年５月には、課題解決に向けた「児童急増対策プロジェク

トチーム」を設置し、中長期的な児童数の推計の作成や、高層型校舎の導入及び屋上

運動場等の設置など、従来の手法にとらわれない対策を検討している。 

○ しかし、現在は最大３年先の学級数でしか補助資格を算定することができず（いわゆ

る前向き資格）、今後も児童推計が増加することが見込まれる学校については、可能

な限り先を見据え必要な教室数を整備できるよう制度を改正するとともに、狭隘な敷

地を有効活用するため、第二屋内運動場等の整備を補助の対象とするなど、補助対象

の拡充や補助単価の引き上げが必要である。 

○ 児童生徒急増地域における特例措置の復活として、第二次児童生徒急増対策同様、新

増築及び改築事業の補助率嵩上げが必要である。 

○ 学校は児童生徒の生活の場であり、災害時の収容避難所等にも指定されていることか

ら、老朽化対策を進めていく必要がある。また、公立小学校の学級編成の標準を令和

３年度から７年度までの５年間かけて 35人に引き下げることも予定されており、さ

らに教室の整備等にかかる費用の増加が見込まれることから、「学校施設環境改善交

付金」について、地方計画事業量に見合う財源を確保するとともに、補助率の嵩上げ

及び補助単価の引き上げが必要である。 

（ＩＣＴ活用のための環境整備） 

〇 １人１台環境の運用にかかるセキュリティ対策費や運用保守費用、端末更新費用など

については自治体負担となっているほか、家庭でのオンライン学習にかかる通信料に

ついても、全児童生徒を対象とした補助制度が創設されていないため、将来にわたる

継続的な費用等について財政措置が必要である。 

〇 令和４年度にＧＩＧＡスクール運営支援センター整備事業が創設され、ネットワーク

点検やヘルプデスクの運営及びサポート対応等の委託経費について財政措置がなさ

れたが、国が算定した補助単価と実際の事業費に大きな乖離があることから、１人１

台環境の円滑運用のために必要な事業量に見合う財政措置が必要である。 

（文部科学省） 



〇 現行の補助制度による増築校舎整備の課題 

≪現行の補助制度による整備校舎整備（イメージ）≫ 

１回目工事 ２回目工事

（３年後）

運動場狭隘化

既存校舎 既存校舎

運動場 運動場

運動場

既存校舎

既存校舎

前向き資格

３年整備①
前向き資格

３年整備①

前向き資格

３年整備②

高層型

校 舎

 

 

〇 耐用年数を迎える学校施設の校舎面積（耐用年数：60年） 

 

 

 

〇 学習者用端末に対する国の財政措置の状況 

項目 
セキュリティ 

対策費 

ライセンス 

費用 

運用保守 

費用 

家庭学習 

通信費 
端末整備費 

国の財政措置 × × × × 
× 

※令和 2年度に補助を活用して整備した機器は、

令和 6年度以降に更新費用が必要 

 

【現行の補助制度の課題】 

前向き資格３年のため、必要教室数の 

整備には複数回の増築工事が必要 

⇒ 運動場が狭隘化となり、 

こどもの教育環境への影響が大 

≪都心部の実情を踏まえた必要な校舎整備（イメージ）≫ 

【課題の解消に向けて】 

☆児童急増対策ＰＴの設置 

 ・中長期推計により先を見据えた児童数に 

  対応した教室規模の校舎整備を検討 

 ・狭隘な敷地を有効活用するべく、 

  第二屋内運動場等の整備が必要 

前向き資格３年の見直しや、 

対象経費の拡充（第二屋内運動場等） 

などの都心部の児童急増に対応可能な 

補助制度の拡充が必要 

 

【現行の課題】 

今後２５年間で全体の約 6 割が築後６０年超 

 引き続き、改修工事等が必要 

 


